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無 線 局 免 許 手 続 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 五 号 ） の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 （ 平 成 ○ 年 総 務 省 省 令 第 ○ 号 ） 新 旧 対 照 表 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現 行 

別表第二号第１ 基幹放送局（衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局を除く。）

の無線局事項書の様式（第４条、第12条関係）（総務大臣がこの

様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができ

る。） 

別表第二号第１ 基幹放送局（衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局を除く。）

の無線局事項書の様式（第４条、第12条関係）（総務大臣がこの

様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができ

る。） 

１ １枚目 １ １枚目 

  無線局事項書  

短 
 

 
 

 

辺 

 （略）  

 14 無線局

の目的コ

ード 

無線局の目的コード［ ］ 基幹放送の種類コード［ ］ 

 （略） 

    

 長     辺    （日本工業規格Ａ列４番）  
 

  無線局事項書  

短 
 

 
 

 

辺 

 （略）  

 14 無線局

の目的コ

ード 

 

 （略） 

    

 長     辺    （日本工業規格Ａ列４番）  
 

２～６ （略） ２～６ （同左） 

注１～15 （略） 注１～15 （同左） 

16 14の欄は、コード表により該当するコード（無線局の目的コードを補完す

る基幹放送の種類コードを含む。）を記載すること。 

16 14の欄は、コード表により該当するコードを記載すること。 

17～36 （略） 17～36 （同左） 

  

別表第二号第５ 衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局の無線局事項書の様 別表第二号第５ 衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局の無線局事項書の様
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式（第４条、第12条関係） 式（第４条、第12条関係） 

１ １枚目 １ １枚目 

  無線局事項書  

短 
 

 
 

 

辺 

 （略）  

 14 無線局

の目的コ

ード 

無線局の目的コード［ ］ 基幹放送の種類コード［ ］ 

 （略） 

    

 長     辺    （日本工業規格Ａ列４番）  
 

  無線局事項書  

短 
 

 
 

 

辺 

 （略）  

 14 無線局

の目的コ

ード 

   

 （略） 

    

 長     辺    （日本工業規格Ａ列４番）  
 

２・３ （略） ２・３ （同左） 

注１～15 （略） 注１～15 （同左） 

16 14の欄は、コード表により該当するコード（無線局の目的コードを補完す

る基幹放送の種類コードを含む。）を記載すること。 

16 14の欄は、コード表により該当するコードを記載すること。 

17～46 （略） 17～46 （同左） 

  

別表第二号の三第２ パーソナル無線の無線局事項書及び工事設計書の様式

(第４条、第12条関係) 

 

別表第二号の三第２ パーソナル無線の無線局事項書及び工事設計書の様式

(第４条、第12条関係) 

 

  無線局事項書及び工事設計書  

短 
 

 
 

 

 

 （略）  

 6 無線局の目的 簡易無線業務用 

  無線局事項書及び工事設計書  

短 
 

 
 

 

 

 （略）  

 6 無線局の目的 簡易な業務用 
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 （略） 

    

 長     辺    （日本工業規格Ａ列４番）  

   

注1～18 （略） 

 

 （略） 

    

 長     辺    （日本工業規格Ａ列４番）  

   

注１～18 （略） 

附 則 

（ 施 行 期 日 ） 

こ の 告 示 は 、 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 か ら 施 行 す る 。 


